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１．日本政府は、国連人権機構の強化を全面的に支持し、人権分野におけるピン議長の成果文書草案を支持している。文書作成のコア・グループに日本政府は入ることになるので、日本にふさわしい案を提出したい。NGOは、こうした外務省の姿勢に期待する。
２．NGOは、人権理事会の設置に賛成するが、人権理事会を取り巻く機構が明確化されていないことに危機感を覚えている。とくに、人権の推進には、従来の人権小委員会のような専門家によるシンクタンク的機関の働きが重要であり、日本もこれまで多くの委員を送ってこれに貢献してきた。こうした実績を評価しながら、日本政府に、新しい人権機構においてもこうした人権専門家による機関が存続するよう成果文書の明確化を要請する。日本政府は、この意見を積極的に検討する。
３．NGOは、新たに設置される人権理事会が、他の理事会と対等に独自性をもった機関として機能し、柔軟に行動する権限と資源をもつことを要請する。構成国に関しては、人権に寄与してきた何らかの資格要件と地理的配分の公正さが求められるが、その他、構成国の代表団には人権問題の専門家を配置しなければならないなどのガイドラインや行動規範が作られることを希望する。同時に、人権理事会の任務には、従来の人権規準の設定が明記されなければならず、これらのポイントが成果文書に盛り込まれるよう要請する。日本政府は、これを前向きに検討する。

４．人権高等弁務官事務所のキャパシティ・ビルディングのための予算の増加を日本政府は当面ピン議長の成果文書草案に沿って支持する。NGOは、人権高等弁務官事務所の現地事務所の拡大、強化を要請し、また、とくに人権分野に関する国連のスタッフ・トレーニングをその任務とするよう要請する。日本政府は、最近の国連の不祥事を再発させないためにも、成果文書において、国連スタッフ、さまざまなオペレーションの参加者が人権、環境、開発、平和などに関し、積極的なトレーニングを受ける機会を保障するよう、とくに努力する。
５．NGOは、国連機構改革にともない、憲章第71条に保障されたNGOの参加が、総会の管轄下で、より広範囲な国連機関への参加を保障され、国連の活性化に貢献することを明確化するよう要請する。日本政府は、国連におけるNGOの重要性を認識しており、この要請の実現に向けて努力する。

６．NGOは、条約機関の持つ政府報告制度が、グッドガバナンスを具体的に保障する重要な制度であると認識しており、改革によって安易な一本化が実現しないよう要請する。日本政府は、報告制度の重要性は認識しており、この要請の内容を検討する。
７．NGOは、人権理事会が平和的手段による問題解決を行う機関であることを確認し、何らかの強制手段の必要に迫られた場合には、安全保障理事会を通して、ICCと密接な協力を行う働きかけを行うことを要請する。日本政府はICCの批准に努力するとともに、この提案を検討する。
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